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【LoGo フォーム】認可地縁団体 オンライン申請について 
 

 

LoGo フォームによるオンライン申請にあたっては、下記の点にご注意ください。 

 

【告示事項変更届について】 

・届け出は、告示事項の変更が決議された総会後に行ってください。 

規約の変更を伴う場合は、先に規約の変更認可が必要です。必ず事前に地域づくり協働

課までご相談ください。 

告示事項証明書の交付を希望する場合は、告示事項変更届の事務処理(告示)の完了後に 

申請をお願いします。（登録いただいたメールアドレス宛に完了通知を送付します。） 

 

・添付書類として下記の書類が必要です。 

 ▶告示事項に変更があった旨を証する書類（総会の議事録等） 

 ▶代表者の就任承諾書（代表者変更の場合のみ） 

＜データ添付時の注意点＞ 

・全体が写っていること、記入内容が鮮明であることをご確認ください。 

・変更があった旨を証する書類について 

 議事録から代表者交代の詳細（氏名等）

が読み取れない場合、総会資料もあわ 

せて添付をお願いします。 

 

・代表者の就任承諾書について 

 必ず新代表者が自署したものを撮影し、 

（もしくはスキャンデータ化）添付して

ください。 

 

【告示事項証明書交付請求について】 

・告示事項に変更がある場合（主に代表者）は、先に告示事項変更の届け出が必要です。 

・オンラインでの申請の場合も、地域づくり協働課窓口にて証明書の受け取りをお願いい

たします。 

 

×薄くて内容が読めない ×全体が写っていない 


